
令和７年度 第９回 旭区行政連絡調整会議議案書 （議事要旨） 

と き：令和８年２月 19日（木）午前 10 時～ 

ところ：旭区役所３階会議室及びＷＥＢ 

１ 開会 

２ 区長あいさつ 

３ 各官公署・事業所事業予定及び連絡調整事項について 

（１）旭警察署 

      ・旭区の犯罪発生状況と、人身交通事故発生状況について報告。令和７年中に旭区

で発生した特殊詐欺件数は 39 件、被害額は約１億 5,000 万円となった。 

   ・ＳＮＳ投資・ロマンス詐欺について、件数は 12 件、被害額は約１億 6,000 万円と

なった。 

   ・大阪府内の発生件数、被害額で旭区の占める割合は 0.6％であった。 

   ・令和７年中の人身交通事故発生件数は、167件で前年より 31 件多かった。 

   ・令和８年４月１日から道路交通法が改正され、自転車の交通違反にも反則金が科

せられるようになる。対象は 16 歳以上。 

   ・旭区内の公園でトイレの便器を焼く、喫煙、喧嘩等が発生し捜査中。 

 

（２）旭消防署 

・火災概況について、１月に４件発生している。車両火災も１件含まれている。 

・救急出場件数は、旭救急隊 650 件、大阪市全体では 22,067 件となっている。 

 前年と比べ大阪市全体で 2,480 件減少している。 

   ・３月７日に旭防火・防災フェスタ 2026 を旭区民センターと旭消防署で実施。 

 

（３）環境局 城北環境事業センター 

   ・連絡事項なし。 

 

（４）建設局 中浜工営所 

    ・連絡事項なし。 

 

（５）建設局 鶴見緑地公園事務所 

   ・旭区内の公園で３回便器の破損等の事案が発生。その関係で使用禁止となってい

る部分がある。 

     ・城北公園のトイレ改修が２月末工期。３月 10 日に竣工検査後解放予定。 

   ・城北公園に万博会場から樹木の移植を行なった。 



 

（６）財政局 京橋市税事務所 

   ・令和８年分の市、府民税の申告時期となっている。２月 16日より３月 16 日まで

申請を受け付けている。旭区役所１階第７会議室において臨時の申告会場を開

設。なるべく郵送やパソコン等からの申請をお願いしたい。 

 

（７）こども青少年局 保育・幼児教育センター 

   ・連絡事項なし。 

 

（８）水道局 東部水道センター 

   欠席 

 

（９）旭図書館 

・大阪市立図書館デジタルアーカイブの紹介。古文書、地図、写真等をＷＥＢで

閲覧・ダウンロードできる。 

・一部は二次利用のための申請不要で商用利用も可能。 

 

（10）芸術創造館 

    ・２月２日から３月末まで 3 階の大練習室が照明設備の更新工事中。中 A ととも

に供用停止中。 

    ・春休みにグランドピアノを弾いてみようという事業を実施。 

 

（11）旭区民センター 

   ・令和８年度の区民ギャラリーの申込受付について、２月 23 日までに提出いただ

きたい。希望が重なった場合は抽選となる。 

     

（12）（社福）旭区社会福祉協議会 

・３月１日に区社協だより第 92 号を発行。各地域のふれあい喫茶や助成金等の情

報を掲載予定。 

 

（13）旭区老人福祉センター 

   欠席 

 

（14）旭区役所 

・防災安全課より、３月７日開催の防災講演会の案内。旭防災・防火フェスタ 2026

のプログラムの一つとして開催。参加申込不要。 



・まち魅力課より広報あさひ２月号１面に掲載の「旭わがまちお宝」について説明。

畳屋さんにスポットを当てた内容と大阪市あきないグランプリ受賞店舗を掲載。 


